
 

別紙③ 

○公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和７年法律第62号）〈抜粋〉                公布：令和７年６月11日 

施行：令和８年12月１日 

新 旧 

  

（定義） （定義） 

第２条 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正

の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、

当該各号に定める事業者（法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。

以下同じ。）（以下「役務提供先」という。）又は当該役務提供先の事業

に従事する場合におけるその役員（法人の取締役、執行役、会計参与、監

査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令（法律及び法律

に基づく命令をいう。以下同じ。）の規定に基づき法人の経営に従事して

いる者（会計監査人を除く。）をいう。以下同じ。）、従業員、代理人そ

の他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨

を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者（以下

「役務提供先等」という。）、当該通報対象事実について処分（命令、取

消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。）若しくは勧告

等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。）をする権限を

有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者（次条第１項

第２号及び第６条第１項第２号において「行政機関等」という。）又はそ

の者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによ

る被害の拡大を防止するために必要であると認められる者（当該通報対象

事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先

の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第

１項第３号及び第６条第１項第３号において同じ。）に通報することをい

う。 

第２条 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正

の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、

当該各号に定める事業者（法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。

以下同じ。）（以下「役務提供先」という。）又は当該役務提供先の事業

に従事する場合におけるその役員（法人の取締役、執行役、会計参与、監

査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令（法律及び法律

に基づく命令をいう。以下同じ。）の規定に基づき法人の経営に従事して

いる者（会計監査人を除く。）をいう。以下同じ。）、従業員、代理人そ

の他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨

を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者（以下

「役務提供先等」という。）、当該通報対象事実について処分（命令、取

消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。）若しくは勧告

等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。）をする権限を

有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者（次条第２号

及び第６条第２号において「行政機関等」という。）又はその者に対し当

該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大

を防止するために必要であると認められる者（当該通報対象事実により被

害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第３号及び第６

条第３号において同じ。）に通報することをいう。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。第４条第１項第１号におい

て「労働者派遣法」という。）第２条第２号に規定する派遣労働者をい

う。以下同じ。）又は派遣労働者であった者 当該派遣労働者又は派遣

労働者であった者に係る労働者派遣（同条第１号に規定する労働者派遣

をいう。第４条第１項において同じ。）の役務の提供を受け、又は当該

(２) 派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。第４条において「労働者派 

遣法」という。）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。） 

又は派遣労働者であった者 当該派遣労働者又は派遣労働者であった者

に係る労働者派遣（同条第１号に規定する労働者派遣をいう。第４条及

び第５条第２項において同じ。）の役務の提供を受け、又は当該通報の



 

通報の日前１年以内に受けていた事業者 日前１年以内に受けていた事業者 

(３) 特定受託業務従事者（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関す

る法律（令和５年法律第25号）第２条第２項に規定する特定受託業務従

事者をいう。以下同じ。）又は特定受託業務従事者であった者 当該特

定受託業務従事者に係る特定受託事業者（同条第１項に規定する特定受

託事業者をいう。以下同じ。）又は特定受託事業者であった者に業務委

託（同条第３項に規定する業務委託をいう。以下この号及び第５条にお

いて同じ。）をし、又は当該通報の日前１年以内に業務委託をしていた

事業者 

 

(４) 前３号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基

づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、

又は当該通報の日前１年以内に従事していた労働者若しくは派遣労働者

（以下この号及び第11条第２項において「労働者等」という。）若しく

は労働者等であった者又は特定受託業務従事者若しくは特定受託業務従

事者であった者 当該他の事業者 

(３) 前２号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基

づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、

又は当該通報の日前１年以内に従事していた労働者若しくは労働者であ

った者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者 当該他の事業者 

(５) 略  (４) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実を

いう。 

(１) 略 (１) 略 

(２) この法律及び別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反すること

が前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事

実（当該処分の理由とされている事実がこの法律及び同表に掲げる法律

の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場

合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。） 

(２) 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げ

る事実となる場合における当該処分の理由とされている事実（当該処分

の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に

違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又

は勧告等の理由とされている事実を含む。） 

４ 略 ４ 略 

  

（解雇の無効） （解雇の無効） 

第３条 前条第１項第１号に定める事業者は、その使用し、又は使用してい

た公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める

公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他

不利益な取扱いをしてはならない。 

 

第３条 労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ

当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第１項第１号に定 

める事業者（当該労働者を自ら使用するものに限る。第９条において同じ。） 

が行った解雇は、無効とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 略 (３) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足



 

りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に

対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の

拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報 

イ～ホ 略 イ～ホ 略 

ヘ 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人（事業を行う場合に

おけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。）の財産に対する損害

（回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の

損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第６条

第１項第２号ロ及び第３号ロにおいて同じ。）が発生し、又は発生す

る急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 

ヘ 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人（事業を行う場合に

おけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。）の財産に対する損害

（回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の

損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第６条

第２号ロ及び第３号ロにおいて同じ。）が発生し、又は発生する急迫

した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 

２ 前項の規定に違反して前条第１項第１号に定める事業者が行った解雇そ

の他不利益な取扱い（解雇以外の不利益な取扱いにあっては、懲戒（労働

基準法第89条（第９号に係る部分に限る。）の規定に基づき事業者が就業

規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁をい

う。）としてされたものに限る。次項及び第21条第１項において「解雇等

特定不利益取扱い」という。）は、無効とする。 

 

３ 公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第１項各号に定める公益

通報をした日（前条第１項第１号に定める事業者が第１項第２号又は第３

号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いを

した場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日）から１年以

内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益

取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。 

 

  

（派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等） （労働者派遣契約の解除の無効） 

第４条 第２条第１項第２号に定める事業者（当該派遣労働者に係る労働者

派遣の役務の提供を受けるものに限る。次項において同じ。）は、その指

揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条第１項各号に定 

める公益通報をしたことを理由として、次に掲げる行為をしてはならない。 

第４条 第２条第１項第２号に定める事業者（当該派遣労働者に係る労働者

派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第２項におい

て同じ。）の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条

各号に定める公益通報をしたことを理由として第２条第１項第２号に定め

る事業者が行った労働者派遣契約（労働者派遣法第26条第１項に規定する

労働者派遣契約をいう。）の解除は、無効とする。 

(１) 当該公益通報者に係る労働者派遣契約（労働者派遣法第26条第１項

に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。）を解除するこ

と。 

 

  

 (２) 前号に掲げるもののほか、当該公益通報者に対して、当該公益通報  



 

者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその

他不利益な取扱いをすること。 

２ 前項（第１号に係る部分に限る。）の規定に違反して第２条第１項第２

号に定める事業者が行った労働者派遣契約の解除は、無効とする。 

 

  

（特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止） （不利益取扱いの禁止） 

第５条 第２条第１項第３号に定める事業者は、その業務委託をし、又は業

務委託をしていた特定受託事業者に係る特定受託業務従事者である公益通

報者が第３条第１項各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該 

特定受託事業者に対して、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、

取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第５条 第３条に規定するもののほか、第２条第１項第１号に定める事業者

は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第３条各号に定める公益

通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退

職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 ２ 前条に規定するもののほか、第２条第１項第２号に定める事業者は、そ

の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第３条各号に定

める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公

益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めること

その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 ３ 第２条第１項第４号に定める事業者（同号イに掲げる事業者に限る。次

条及び第８条第４項において同じ。）は、その職務を行わせ、又は行わせ

ていた公益通報者が次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、 

当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い（解任を除く。） 

をしてはならない。 

  

 （役員に対する不利益取扱いの禁止等）  （役員を解任された場合の損害賠償請求） 

第６条 第２条第１項第５号に定める事業者（同号イに掲げる事業者に限る。 

次項及び第８条第４項において同じ。）は、その職務を行わせ、又は行わ

せていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ

当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対

して、報酬の減額その他不利益な取扱い（解任を除く。）をしてはならな

い。 

第６条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ

当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第２条第１項第４項に

定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって

生じた損害の賠償を請求することができる。 

１～３ 略 １～３ 略 

２ 役員である公益通報者は、前項各号に定める公益通報をしたことを理由

として第２条第１項第５号に定める事業者から解任された場合には、当該

事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 

 

  

  



 

第21条 第３条第１項の規定に違反して解雇等特定不利益取扱いをしたとき

は、当該違反行為をした者は、６月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に

処する。 

 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30

万円以下の罰金に処する。 

 

 (１) 第15条の２第２項の規定による命令に違反したとき。  

 (２) 第16条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 

  

 

附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則８条の規定は、公布の日から

施行する。 

 

 

○労働基準法（昭和22年法律第49号）〈抜粋〉 
（定義） 

第９条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

 （作成及び届出の義務） 

第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変

更した場合においても、同様とする。 

２～８ 略 

９ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

10 略 

 

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）〈抜粋〉 
（用語の意義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当

該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 

(２) 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。 

(３)・(４) 略 

○特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）〈抜粋〉 



 

 （定義） 

第２条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 (１) 個人であって、従業員を使用しないもの 

 (２) 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第６ 

  項２号において同じ。）がなく、かつ、従業員を使用しないもの 

２ この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第１号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第２号に掲げる法人の代 

表者をいう。 

３ この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。 

 (１) 事業者がその事業のために他の事業者に物品の調達（加工を含む。）又は情報成果物の作成を委託すること。 

 (２) 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること（他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。） 

４～７ 略 

 

 

 


